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令和8年度 

 桐生市木造住宅耐震化事業のご案内 
 

 

 

 

 

 

桐生市では木造住宅の耐震化を促進するために、次の事業を実施いたします！ 

 

 

 

 

Ⅰ 耐震診断技術者派遣事業 

 

 

Ⅱ 耐震改修補助金交付事業 

① 耐震補強工事 

② 簡易耐震改修工事 

③ 耐震補強工事（従前改修） 

④ 耐震シェルター等設置工事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生市 
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１ 対象となる方 

本市の住民で、次のいずれにも該当する方が対象です。 

（１） 自己用の住宅で、現在その住宅に居住している方 

（２） 市税を滞納していない方 

（３） 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではない方  

 ＊この事業の実施は、同一の住宅及び所有者について1回限りとなります。 

 

 

２ 補助の対象となる住宅 

次のいずれにも該当する一戸建ての住宅（空家、貸家を除く）が対象です。 

（１） 昭和56年５月31日以前に、原則として建築確認を得て着工されたもの 

（２） 木造在来軸組工法で建築されたもの 

（３） 地上２階以下のもの 

（４） 併用住宅においては、居住の用途部分の面積が１／２以上であるもの 

（５） 昭和56年6月1日以降に増築工事に着工した場合、増築部分の延べ面積が 

既存部分の2分の1以内のもの 

 

 

３ 提出書類等 

（１） 申請書(要綱：様式第１号) 

（２） 確認通知書 又は 案内図・平面図 

（３） 完納証明書  

（４） 同意書(要領：様式第１号) 

 

 

４ 耐震診断等の費用 

（１） 耐震診断費 無料 

（２） 交通費 1,000円(診断技術者に、直接お支払い下さい。) 

～「平面図がない場合」、「平面図と現況とが異なる場合」～ 

（３） 図面作成費 実費(9,000円程度) を診断技術者に、直接お支払い下さい。 

     ＊延べ面積が200㎡を超える場合は、割増料金がかかりますのでご理解をお願い 

いたします。 

 

 

Ⅰ 木造住宅耐震診断技術者派遣事業 
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５ 申込方法 

（１） 募集期間 令和8年４月２3日(木) 午前10時00分 

             ～令和8年９月３０日(水) 午後3時 

[募集開始後は、月～金曜日(祝日除く)、8:30～16:00(12:00～13:00除く)にて 

随時受付いたします。] 

（２） 募集件数  3件(受付順。ただし、書類審査後に派遣決定いたします。) 

（３） 申込先   都市整備部建築指導課  電話0277-48-9032 
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１ 耐震改修の種類 

  本市の耐震改修補助金交付事業では、耐震改修に係る工事を次のように定めています。 

耐震改修工事 定      義 

①  耐震補強工事 
一般的な耐震改修工事のことで、現行の耐震基準を満

たす改修工事を行うこと。 

②  簡易耐震改修工事 
現行の耐震基準には満たないが、改修前より一定基準

以上の耐震性が向上する改修工事を行うこと。 

③  耐震補強工事（従前改修） 
簡易耐震改修工事をした方が、耐震補強工事を行うこ

と。 

④ 耐震シェルター等設置工事 
居住者の生命の安全を守る機能を有する耐震シェル

ター等を設置する工事。 

 

 

２ 対象となる方 

本市の住民で、次のいずれにも該当する方が対象です。 

（１） 自己用の住宅で、現在その住宅に居住している方 

（２） 市税を滞納していない方 

（３） これまでに、この補助による交付を受けていない方 

ただし、「耐震補強工事（従前改修）」は、この限りではありません。 

（４） 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではない方  

 

 

３ 補助の対象となる住宅 

次のいずれにも該当する一戸建ての住宅（空家、貸家を除く）が対象です。 

（１） 昭和56年５月31日以前に、原則として建築確認を得て着工されたもの 

（２） 木造在来軸組工法で建築されたもの 

（３） 地上２階以下のもの 

（４） 併用住宅においては、居住の用途部分の面積が１／２以上であるもの 

（５） 昭和56年6月1日以降に増築工事に着工した場合は、増築部分の延べ面積が 

既存部分の2分の1以内のもの 

（６） 耐震診断技術者による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの 

 

Ⅱ 耐震改修補助金交付事業 
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４ 補助の内容 

＊1：工事費用とは、耐震改修に係る工事費と工事監理費とを合算した費用です。 

＊2：引続き耐震性の向上に努めるようお願いいたします。 

＊3：補助対象となるシェルター等は国土交通省又は一般財団法人日本建築防災協会及び日

本総合試験所などの公的試験機関や他の都道府県（官・民（学）が連携している協議

会等を含む）で確認または評価を受けたものです。 

＊4：リフォーム工事の見積書等は別に作成してください。 

＊5：国や市の他の補助金等と併用はできませんのでご注意下さい。 

※補助金申請時の工事内容をやむを得ず変更する場合は、事前に相談をして下さい。 

 

 

 

事業名 耐震改修工事の要件 補助額 施工者 

① 耐震補強

工事 

耐震補強設計を行い、上部構造評点を1.0

以上となるよう耐震補強するもの。 

工事費用*1 の

１／２の額。 

ただし、100

万円を上限と

します。 

建設業法第 3

条に規定する

建設業の許可

を得た者とし

ます。 

②簡易耐震改

修工事*2 

耐震補強設計を行い、耐震性を向上させる

よう次のいずれかの方法で改修するもの。 

(ｱ) 階数２の建物において、１階の上部構

造評点が1.0以上となるもの。 

(ｲ) 耐震性の向上を目的として工事を行

い、上部構造評点のうち最小の値が0.7

以上となり、かつ上部構造評点を0.3以

上改善させるもの。ただし、木造住宅の

うち昭和25年11月22日以前に着工

されたものに実施された工事に限る。 

工事費用*1 の

１／２の額。 

ただし、50万

円を上限とし

ます。 

 

特別の要件は

ありません。 

③耐震補強工

事（従前改修） 

② 簡易耐震改修工事をした方が、①耐震

補強工事を行うこと。 

工事費用*1 の

１／２の額。 

ただし、すで

に交付された

補助額と①耐

震補強工事の

限度額の差額

を上限としま

す。 

建設業法第 3

条に規定する

建設業の許可

を得た者とし

ます。 

④耐震シェル

ター等設置工

事 

経済的な事情等により耐震補強工事を行

わない場合の対策として、耐震シェルター
*3又は防災ベッド*3を設置する工事を行う

こと。 

設置工事費用

の1/2の額。 

ただし、６０

万円を上限と

します。 

特別の要件は

ありません。 



6 

５ 提出書類 

書類の提出は、申請者本人のほか、申請者から委任を受けた設計者等による代理申請も可能 

です。代理申請の場合は、委任状（指定様式はありません。）が必要となりますのでご準備く

ださい。 

 

ⅰ 耐震補強工事又は簡易耐震改修工事  

 

～ 補助金交付申請  ～ 

（１）補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）付近見取図 

（３）耐震改修工事等の設計図書 

（４）耐震改修工事等に要する費用見積書等の写し 

（５）建築確認済証の写し（耐震改修工事等により建築確認が必要な場合に限る） 

（６）耐震診断の結果 

（７）耐震診断技術者の木造住宅耐震診断調査資格者認定証の写し又は木造住宅の耐震 

診断と補強方法（財団法人日本建築防災協会発行）に基づく講習会を修了したこと 

を証する書類の写し 

（８）申請者の市税の完納証明書及び住民票 

（９）すでに行われた簡易耐震改修工事の内容のわかる書類 

（耐震補強工事(従前改修)に限る） 

（10）その他市長が必要と認めた書類 

 

～ 完了報告 ～   

＊工事完了日から３０日以内もしくは令和9年２月末日のいずれか早い日までに 

提出してください。 

（１）完了報告書（様式第６号） 

（２）耐震改修内訳書（様式第７号） 

（３）耐震改修工事等に係る契約書の写し 

（４）耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し 

（５）耐震改修工事等の工事前、工事中及び工事後の写真 

（６）検査済証の写し（耐震改修工事等により建築確認を要した場合に限る） 

（７）耐震診断による補強後の診断結果を証する書類(申請時と異なる場合に限る) 

（８）工事監理報告書 

（９）補助金支払請求書（様式第８号） 

 

ⅱ 耐震シェルター等設置工事  

 

～ 補助金交付申請  ～ 

（１）補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）付近見取図 
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（３）耐震シェルター等設置工事に要する費用見積書等の写し（設置する耐震シェルター

等の会社名及び名称が記載されたものに限る） 

（４）耐震診断の結果 

（５）耐震診断技術者の木造住宅耐震診断調査資格者認定証の写し又は木造住宅の耐震 

診断と補強方法（財団法人日本建築防災協会発行）に基づく講習会を修了したこと 

を証する書類の写し 

（６）申請者の市税の完納証明書 

（７）申請者の住民票 

（８）耐震シェルター等を設置しようとする木造住宅の平面図（耐震シェルター等の設置

場所、補強方法、及び改修内容が明記されたもの） 

（９）その他市長が必要と認めた書類 

 

～ 完了報告 ～   

＊工事完了日から３０日以内もしくは令和9年２月末日のいずれか早い日までに 

提出してください。 

（１）完了報告書（様式第６号） 

（２）耐震シェルター等設置工事に係る契約書の写し 

（３）耐震シェルター等設置工事に要した費用の領収書の写し 

（４）耐震シェルター等設置工事の工事前、工事中及び工事後の写真 

（５）補助金支払請求書（様式第８号） 

 

６ 申込方法 

（１） 募集期間 令和8年４月２3日（木） 午前10時00分 

            ～令和8年９月３０日（水） 午後3時 

[募集開始後は、月～金曜日(祝日除く)、8:30～16:00(12:00～13:00除く)にて 

随時受付いたします。] 

（２） 募集件数  ①から④までの補助合計額で予算の範囲内 

[原則として、受付順となります。書類等を審査した後に、交付決定いたします。] 

（３） 申込先   都市整備部建築指導課  電話0277-48-9032 

 

7 その他 

 ・耐震改修に関連しないリフォーム工事は、補助の対象になりません。 

リフォーム工事を併せて行う場合、見積書及び契約書は耐震改修工事と別に作成して下さ

い。 

・国や市の他の補助金等と併用はできませんのでご注意下さい。  



8 

補助対象となる耐震シェルター等について 

 

補助対象となるシェルター等とは、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るため

の空間を確保できる部屋型又は家具型の構造物で、国土交通省又は一般財団法人日本建築防災

協会及び日本総合試験所などの公的試験機関や他の都道府県（官・民（学）が連携している協

議会等を含む）で確認または評価を受けたものです。 


